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議事次第 

 

１ 開会 

 

２ 議事   第１号議案：ＪＲ肥薩線復興アクションプラン推進

会議規約（案）について 

３ 報告事項 中期計画・単年度計画（素案）について 

 

４ その他 

 

５ 閉会 
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【アドバイザー】
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八代復興事務所工務第一課長 荒木　元子
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長
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交通政策部長 大久保 栄作 代理出席：交通企画課長　小堀　まろり

観光部長 進藤 昭洋

鉄道部長 三木 孝志 代理出席：計画課長　井料　達己

熊本支局長 吉岡 順一
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幸博

【事務局】

交通政策・統計局長 坂本　弘道
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交通政策課 課長補佐 崎田　雄一郎
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「JR肥薩線復興アクションプラン」概要

※1：2025-2039年度累計

※2：2040年度目標。人吉・球磨地域

※3：2040年度目標。ふるさと納税やクラウドファ

ンディングなど

※4：2040年度水準

※5：2040年度水準。各自治体の既存計画に

基づく政策の効果も含めて達成を目指す

【地域経済・社会の成長】

地
域
に
も
た
ら
す
便
益

雇用者数※4 ：1,600人増

定住人口※5：政府予測+2万人以上

地方税収等※4 ：5億円増／年

経済波及効果※4：119億円増／年

投資目標※1：105億円

重点プロジェクトへの投資

①自然・文化・産業遺産の三大観光資源が

融合した観光地づくり

②周辺地域と一体となった周遊観光地づくり

③誰もが充実した日常生活を送れる地域づくり

④地域一丸となって推進する仕組みづくり

「復興方針」記載の目指す姿
「マイレール意識の醸成による

日常利用の創出」で示した考え方
融合

自治体職員等が率先して肥薩線を

利用し、日常利用を先導する

「隗より始めよ」1

くま川鉄道との連携、駅からの二次交

通の充実、住民向け助成制度の導

入など、利便性向上の大規模な取組

を行い、「使いたい／使える」肥薩線を

創る

「乗ってこそ肥薩線」2

地域の未来を担う子どもたちが鉄道を

体験し、肥薩線のファンになることで、

肥薩線や公共交通全体の持続可能

性向上を図る

「未来に向けて」3

【成長投資】

～官民一体の地域づくり投資～

【魅力向上】観光と暮らしの魅力向上

効
果
目
標

公共交通日常利用率※2：25%

肥薩線応援収入※3：2,000万円／年

観光消費※2：76億円増／年

入込客数※2：68万人増／年

肥薩線輸送密度※4 ：600人／日・km

【豪雨災害からの復興】

うち肥薩線復旧費：235億円

肥薩線のマイレール意識醸成による日常利用創出について

JR肥薩線復興アクションプラン

◆JR肥薩線復興アクションプランの位置づけ

◆「復興方針」の目指す姿と、「日常利用創出について」のキーワードを踏まえ、具体施策を詳細化・加除・統合

◆数値目標

# 具体施策名

初期投資 運営費用

数値 単位 数値
単位

(15年計)

1 球磨川の自然や地域の文化資源を活かした観光施設・景観の整備 8,354 百万円 590 百万円

2 観光の拠点としての人吉駅周辺整備 1,011 百万円 84 百万円

3 音楽祭・芸術祭・花火大会等のイベント開催・PR － 百万円 623 百万円

4 マンガ、アニメ、地域資源と連携したコンテンツ組成 － 百万円 965 百万円

5 地域の自然、文化施設、産業遺産と連携したPR － 百万円 433 百万円

6 地域を代表する観光列車の導入 1,000 百万円 350 百万円

7 広域でのサイクルツーリズム拠点整備 － 百万円 625 百万円

8 周遊旅行の拡大に向けた環境整備や特徴的な旅行商品・フリーパスの組成 20 百万円 151 百万円

9 市町村内および広域の二次交通整備 32 百万円 407 百万円

10 くま川鉄道や新八代駅への直通運転 70 百万円 今後精査

11 地域性を活かした学びの提供と、教育旅行の誘致 － 百万円 376 百万円

12 生活・交流拠点としての駅再整備 277 百万円 － 百万円

13 通勤・通学時間帯の増発 今後精査 371 百万円

14 自家用車や自転車との連携 30 百万円 150 百万円

15 定期利用や遠方へのお出かけに対する利用助成 － 百万円 61 百万円

16 駅や列車の仕事拠点・学習拠点としての活用 623 百万円 72 百万円

17 住民が鉄道に親しむ仕組みづくり － 百万円 410 百万円

18 自治体職員等の率先した鉄道利用の実施 － 百万円 73 百万円

19 長期間にわたる「繋がり」を生み出す仕組みづくり － 百万円 213 百万円

20 地域の特産品を鉄道で輸送し、魅力をPR － 百万円 426 百万円

合計 11,417 百万円 6,381 百万円

JR肥薩線復興方針

• 「復興方針」および「日常利用創出について」で示した基本的な考え方をもとに、詳細

化した具体施策を提示

• 各具体施策について、「いつ」「誰が」「何を」実施するかのロードマップを提示

• 具体施策の実現に向けた進捗管理の詳細な考え方を提示

• 関係地域およびJR肥薩線の現状、課題、目指す姿を整理した上で、具体施策案および復興に係る費用と効果の2023年度時点案を提示

• 実現に向けた推進手法の基本的な考え方を提示

• 「隗より始めよ」、「乗ってこそ肥薩線」、「未来に向けて」の3つのキーワードをもとに、マイレール意識醸成に向けた取組の考え方、取組例を提示

三
位
一
体

【県・市町村・JRの代表者からなるアクションプラン進捗管理組織】

【具体施策ごとの検討組織】

熊本県・市町村・JR・関係団体

国

（鉄道局・九州運輸局）

中期計画案・単年計画案の報告・達成状況調査の報告 中期計画案・単年計画案の承認、検討課題等の提示

具体施策#1

代表者+構成員

具体施策#2

代表者+構成員
具体施策#3

代表者+構成員
・・・

・ 中期計画案および単年計画案の策定、進捗管理組織への報告

・ 検討組織の監修のもと、具体施策ごとに事業を推進（地域公共交通会議等の関連する協議体とも密に連携）

・ 中期計画および単年計画に記載された実施内容や到達目標について、達成状況調査を年1回実施し、結果を進捗管理組織に報告

・ 達成状況調査の結果や進捗管理組織から提示された検討課題等を踏まえた中期計画の見直し、次期単年計画案への反映

検討組織に参画 各種計画への反映、予算措置、施策の実行

必要に応じ助言

*住民アンケート調査において、人吉・球磨地域にお住いの方のうち4人に1人が、いずれかの外出目的で公共交通を「よく使う」または「使う」と回答する状態を指す

注）増加目標は2017-19年度比の数値。各自治体の既存計画に基づく政策の効果も含めて達成を目指す

効果目標
（2040年度末）

経
過
指
標

2033

年度末
（復旧時）

2029

年度末

2026

年度末

便益目標
（2040年度末）

人吉・球磨地域

入込客数

68万人増／年

（246万人／年）

人吉・球磨地域

入込客数

15万人増／年

（193万人／年）

人吉・球磨地域

入込客数

38万人増／年

（216万人／年）

人吉・球磨地域

入込客数

68万人増／年

（246万人／年）

人吉・球磨地域

観光消費

76億円増／年

（273億円／年）

人吉・球磨地域

観光消費

76億円増／年

（273億円／年）

人吉・球磨地域

観光消費

42億円増／年

（239億円／年）

人吉・球磨地域

観光消費

17億円増／年

（214億円／年）

肥薩線輸送密度

600人／日・km

観光客の地域公共

交通機関利用率

21.9%以上

復旧初年度の

肥薩線輸送密度

600人／日・km

（地域公共交通計

画見直し時に中間

目標を設定）

肥薩線応援収入

2,000万円／年

肥薩線サポーターズ

クラブ会員 1万人

肥薩線応援収入

2,000万円／年

肥薩線サポーターズ

クラブ会員 5,000人

肥薩線応援収入

1,000万円／年

肥薩線サポーターズ

クラブ会員 2,000人

肥薩線応援収入

500万円／年

• 経済波及効果 119億円増／年

• 地方税収等 5億円増／年

• 雇用者数 1,600人増

• 定住人口 政府予測+2万人以上

人吉・球磨地域

公共交通日常利用率*

25%

住民の地域公共交通に

対する認知度

35%以上

（地域公共交通計画

見直し時に中間目標を

設定）

（地域公共交通計画

見直し時に中間目標を

設定）

具体施策別の検討組織を設置し、県、市町村、JR九州、関係団体で施策単位での計画立案・実行・検証を行う

◆進捗管理方法

◆具体施策

維持 維持維持 維持

注1）「－」は現時点で少額又は不要と想定 注2）合計は四捨五入により合わない場合がある
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ＪＲ肥薩線復興アクションプラン
推進会議について

資料２



１ ＪＲ肥薩線復興アクションプランの進捗管理方法について

• JR肥薩線復興アクションプランにおいて、進捗管理方法を以下のとおり決定

• 今般、「県・市町村・JRの代表者からなるアクションプラン進捗管理組織」と、20のアクションプランを推進する

「具体施策ごとの検討組織」を立ち上げる
1



２ 進捗管理組織及び具体施策ごとの検討組織について

県・市町村・JRの代表者からなるアクションプラン進捗管理組織

具体施策ごとの検討組織 ※アクションプランに記載している20の具体施策を「観光利用/日常利用」の観点から２つに分類

JR肥薩線復興アクションプラン推進会議

観光利用施策推進部会

 JR肥薩線復興アクションプランに位置付けられた事業の推進、関係者間の連携・調整、事業の進捗管理・評価

具体施策ごとの検討組織が作成する中期計画案・単年計画案の承認、検討課題等の提示

日常利用施策・基盤整備推進部会

 JR肥薩線復興アクションプランの推進に必要な事業の検討、必要に応じて、関係機関への事業化の働きかけ

 国・県・JRが実施する復旧工事等との連携・調整

 具体施策ごとに、各市町村、団体等が実施する取組みを取りまとめ、中期計画案・単年計画案を作成

 中期計画及び単年計画に記載された実施内容や到達目標について、達成状況調査を年1回実施し、とりまとめ、結果を進捗

管理組織へ報告

 達成状況調査の結果や進捗管理組織から提示された検討課題等を踏まえた中期計画の見直し、次期単年計画案への反映

※ 必要に応じて、事業の実施・情報共有のためにワーキンググループを実施

復旧工事の進捗状況を随時共有

2



観光利用施策推進部会

JR肥薩線の観光利用促進に係る施策を中心に分類

• 具体施策ごとの検討組織は、アクションプランに記載している20の具体施策を「観光利用/日常利用」の観点から２つに分類

※アクションプランにおいて「複数施策合同の設置も可とする」とされている

具体施策の分類・検討組織の考え方

2-1 具体施策の分類・検討組織について

番号 具体施策名

１ 球磨川の自然や地域の文化資源を生かした観光施設・景観の整備

２ 観光の拠点としての人吉駅周辺整備

３ 音楽祭・芸術祭・花火大会等のイベント開催・PR

４ マンガ、アニメ、地域資源と連携したコンテンツ組成

５ 地域の自然、文化施設、産業遺跡と連携したPR

６ 地域を代表する観光列車の導入

７ 広域でのサイクルツーリズム拠点整備

８ 周遊旅行の拡大に向けた環境整備や特徴的な旅行商品・フリーパス

の組成

番号 具体施策名

９ 市町村内および広域の二次交通整備

１０ くま川鉄道や新八代駅への直通運転

１１ 地域性を生かした学びの提供と、教育旅行の誘致

１２ 生活・交流拠点としての駅再整備

１３ 通勤・通学時間帯の増発

１４ 自家用車や自転車との連携

１５ 定期利用や遠方へのお出かけに対する利用助成

１６ 駅や列車の仕事拠点・学習拠点としての活用

１７ 住民が鉄道に親しむ仕組みづくり

１８ 自治体職員等の率先した鉄道利用の実施

１９ 長期間にわたる「繋がり」を生み出す仕組みづくり

２０ 地域の特産品を鉄道で輸送し、魅力をPR

日常利用施策・基盤整備推進部会

JR肥薩線の日常利用促進・基盤整備に係る施策を中心に分

類

※相互に連携・調整が必要な場合は、部会の合同開催も検討

3
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ＪＲ肥薩線復興アクションプラン推進会議規約 

 

（目的） 

第１条 ＪＲ肥薩線復興アクションプラン推進会議（以下「推進会議」という。）は、ＪＲ肥薩

線復旧に関する事項等について、県及び地元市町村の連携を強化し、ＪＲ肥薩線の復旧に向

けた機運醸成の取組みや、ＪＲ肥薩線の復興を契機とした地方創生モデルの実現に向けた今

後の利活用促進策等について協議を行うことを目的とする。 

 

（事業） 

第２条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

（１） 「ＪＲ肥薩線復興アクションプラン」に位置付けられた事業の推進（実施主体及び

責任主体の決定を含む。）、連携及び調整に関すること 

（２） 「ＪＲ肥薩線復興アクションプラン」に位置付けられた事業の実施状況に係る調査、

分析及び評価に関すること 

（３） 前号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するために必要な事項に関するこ

と 

 

（構成員） 

第３条 推進会議は、別表１に定める者により構成する。 

    

（会長及び副会長） 

第４条 推進会議に次の役員を置く。 

（１） 会長 １名 

（２） 副会長 １名 

２ 会長は、熊本県企画振興部長をもって充てる。 

３ 副会長は、九州旅客鉄道株式会社総合企画本部地域戦略部長をもって充てる。 

 

（会長及び副会長の職務） 

第５条 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは

その職務を行う。 

 

（会議） 

第６条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 推進会議の運営及び進行は、会長がこれにあたる。 

３ 構成員は、都合により欠席する場合、代理人を出席させることができることとし、あらか

じめ会長に代理人の氏名等を報告することにより、その代理人の出席をもって当該構成員の

出席とみなす。 

４ 会長は、必要と認めるときは構成員以外の者に対して推進会議への出席を求め、意見を聞

くことができる。 
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（アドバイザーの参画） 

第７条 必要に応じ、推進会議にアドバイザーとして国等の関係機関の出席を求め、意見を聞

くことができる。 

 

（観光利用施策推進部会の設置） 

第８条 推進会議における検討事項の整理、その他会長から指示のあった事務を処理するため、

推進会議に観光利用施策推進部会を置く。 

２ 観光利用施策推進部会は、別表２の職にある者をもって組織する。 

３ 観光利用施策推進部会に部会長を置き、熊本県観光文化部観光振興課長を部会長とする。 

４ 観光利用施策推進部会は、部会長が招集する。 

５ 部会員は、都合により欠席する場合、代理人を出席させることができることとし、あらか

じめ部会長に代理人の氏名等を報告することにより、その代理人の出席をもって当該部会員

の出席とみなす。 

６ 部会長は、必要と認めるときは構成員以外の者に対して観光利用施策推進部会への出席を

求め、意見を聞くことができる。 

７ 事業の調整や情報共有を図るため、必要に応じて、関係者等によるワーキンググループを

開催する。 

 

（日常利用施策・基盤整備推進部会の設置） 

第９条 推進会議における検討事項の整理、その他会長から指示のあった事務を処理するため、

推進会議に日常利用施策・基盤整備推進部会を置く。 

２ 日常利用施策・基盤整備推進部会は、別表３の職にある者をもって組織する。 

３ 日常利用施策・基盤整備推進部会に部会長を置き、熊本県企画振興部交通政策・統計局交

通政策課長を部会長とする。 

４ 日常利用施策・基盤整備推進部会は、部会長が招集する。 

５ 部会員は、都合により欠席する場合、代理人を出席させることができることとし、あらか

じめ部会長に代理人の氏名等を報告することにより、その代理人の出席をもって当該部会員

の出席とみなす。 

６ 部会長は、必要と認めるときは構成員以外の者に対して日常利用施策・基盤整備推進部会

への出席を求め、意見を聞くことができる。 

７ 事業の調整や情報共有を図るため、必要に応じて、関係者等によるワーキンググループを

開催する。 

 

（事務局） 

第１０条 事務局は熊本県企画振興部交通政策・統計局交通政策課に置き、会議の円滑な運営

のため庶務を処理する。 

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

（雑則） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

  

附則 この規約は、令和７年（２０２５年）７月２９日から施行する。  
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別表１（第３条関係） 

 

 

  

熊本県 企画振興部長 

九州旅客鉄道株式会社 地域戦略部長 

八代市  

 

 

 

副首長 

（不在の場合は各市町村で指定する者） 

人吉市 

芦北町 

錦町 

多良木町 

湯前町 

水上村 

相良村 

五木村 

山江村 

球磨村 

あさぎり町 
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 別表２（第８条関係） 

 

熊本県 

観光政策を担当する者（課長・テーブル 

マスター・事務局長等） 

九州旅客鉄道株式会社 

八代市 

人吉市 

芦北町 

錦町 

多良木町 

湯前町 

水上村 

相良村 

五木村 

山江村 

球磨村 

あさぎり町 

熊本県観光連盟 

株式会社くまもとＤＭＣ 

一般社団法人ＤＭＯやつしろ 

八代及び水俣・芦北地域サイクルツーリズム 

推進協議会 

人吉球磨サイクルツーリズム推進協議会 

水俣芦北地域観光推進協議会 

一般社団法人人吉球磨観光地域づくり協議会 

一般社団法人人吉温泉観光協会 

芦北町観光協会 

一般社団法人錦まち観光協会 

多良木町観光協会 

湯前町観光物産協会 

株式会社みずかみ 

相良村観光協会 

株式会社子守唄の里五木 

株式会社やまえ 

球磨村観光協会 

肥薩おれんじ鉄道株式会社 

くま川鉄道株式会社 
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別表３（第９条関係） 

 

熊本県 

交通政策を担当する者（課長・テーブルマスター・ 

事務局長等） 

九州旅客鉄道株式会社 

八代市 

人吉市 

芦北町 

錦町 

多良木町 

湯前町 

水上村 

相良村 

五木村 

山江村 

球磨村 

あさぎり町 

肥薩おれんじ鉄道株式会社 

くま川鉄道株式会社 



ＪＲ肥薩線復興アクションプラン
中期計画について
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